
令和7年2月3日から証明書のコンビニ交付サービスが始まります
　マイナンバーカードをお持ちの方は、次の証明書をコンビニなどの店舗や役場1階の玄関ロビーに
設置されたキオスク端末（マルチコピー機）で取得することができるようになります。
　詳細は本号同封のチラシをご確認ください。

〇住民票の写し（世帯全員／一部）　〇印鑑登録証明書
〇所得証明書／課税証明書／所得・課税証明書（最新年度のみ）

〇マイナンバーカード　〇暗証番号4桁（利用者証明用電子証明書）
午前6時30分から午後11時まで（※役場ロビーの端末は開庁時間中のみ）

　なお、次のサービスは令和7年3月31日をもって終了します。
〇広域相互発行（岐阜市などの近隣21市町との証明書相互発行）
〇住民票の電話予約による宿日直窓口発行
〇支所（松枝交流センター、総合交流センター）における証明書発行
c税務課　☎388‐1112　住民課　☎388‐1115

小中学校へ入学するお子様の保護者の皆様へ　「入学通知書」は届いていますか
　令和7年4月に小中学校へ入学するお子様の保護者の皆様に、1月下旬に「入学通知書」をお届け
しました。「入学通知書」は、必ず保管して入学式に学校へお持ちください。
　次のいずれかに該当する方や、入学についての相談がある方は、学校または二町教育委員会にご
連絡ください。
■国立・私立など、指定された学校以外の学校に入学する場合
■既に住所を変更した場合、または入学日までに住所を変更する場合
■入学通知書の記載事項に誤りがある場合や、通知書が届かない場合
　通知書の変更・訂正などは、通知書を持って二町教育委員会にお越しください。
d羽島郡二町教育委員会　学校教育課　☎245‐1133

主な控除の計算
に必要な書類

その他の持ち物

社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
（旧長期損害保険料控除）

医療費控除

医療費控除の特例
（セルフメディケーション税制）

障害者控除

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金
保険料、任意継続保険料などの支払額の証明書や領収書

保険会社発行の保険料控除証明書

医療費控除の明細書
医療保険者から交付を受けた医療費通知書
（令和6年中の領収印がある医療費の領収書、生命保険などで補
てんされた金額がわかる書類）
※あらかじめ合計額を計算してください。
セルフメディケーション税制の明細書
（令和6年中の特定一般用医薬品（スイッチOTC医薬品）の購入
費がわかる書類、健康診断結果など健康の保持増進や疾病予防
への一定の取組を行ったことを明らかにする書類、生命保険など
で補てんされた金額がわかる書類）
※あらかじめ合計額を計算してください。

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
健康介護課へ申請し発行された障害者控除対象者認定証
（令和6年12月31日現在65歳以上で要介護認定を受け、町要領
の規定に該当する方）

寄附金控除
寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領証（領収書）
特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書
※申告をする方はふるさと納税のワンストップ特例制度は適用さ
れませんので必ずご持参ください。

・申告者の本人確認ができるもの（マイナンバーカードなど）
・国税庁が発行した16桁の利用者識別番号がわかるもの（メモでも可）
・扶養親族がいる方・・・・・・その方のマイナンバーのわかるもの
・所得税の還付を受ける方・・・申告者名義の金融機関口座番号のわかるもの
・所得税の予定納税をしている方・・・予定納税をした金額のわかるもの

申告書を記載する時…
申告書を提出する時…

申告者本人とその扶養親族のマイナンバー（12桁）の記載が必要です。
申告者本人の確認書類（①番号確認と②本人確認）の提示または写しの添付
が必要です。

■マイナンバーの記載と本人確認書類の提示（写しの添付）が必要です

c税務課　☎388‐1112

①番号確認に必要なもの
マイナンバーカードを

お持ちの方

マイナンバーカードを
お持ちでない方

マイナンバーカード

次のいずれか1つ
・通知カード
・住民票（マイナンバーの記載があるもの）
の写し　　　　　　　　　　　　　など

②本人確認に必要なもの

次のいずれか1つ
・運転免許証
・パスポート
・身体障害者手帳　　　　　など

試験日時

放送内容

伝達方法

2月12日（水）　午前11時ごろ
「これは、Jアラートのテストです」と放送（3回
繰り返し）と、同じ内容のあんしんかさまつメ
ールが流れます。
・各家庭の戸別受信機と屋外スピーカー
・あんしんかさまつメール

家畜や家きんを飼育している皆さんへ
　法律により、2月1日時点の飼育状況（ペット
含む）を県へ報告することが義務付けられてい
ます。詳しくは、家畜保健衛生所へお問い合わ
せください。
報告期限
■家畜（牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、イノシシ）
　：4月15日（火）
■家きん（鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、
ほろほろ鳥、七面鳥）：6月15日（日）

c岐阜県中央家畜保健衛生所　防疫係
　☎201‐0530

全国一斉情報伝達試験
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送ら
れてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム（J‐
アラート）により皆さんにお伝えするための試験
を行います。
　この機会に災害発生時の行動を再確認し、
平常時の備えなどについて家庭内で話し合いま
しょう。

c総務課　☎388‐1111

【取得できる証明書の種類】

【必要なもの】
【利用可能時間】

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ
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